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ダイヤル・サービス株式会社　営業本部

〒102-0074 東京都千代田区九段南 1-6-5 九段会館テラス 3階　　TEL：03-6238-7101　　URL：https://www.dsn.co.jp

Vol.02
January
2026

　前回、雇用管理上の措置義務と
して「事前にカスハラ対策を講じ
ること」が必要になることを述べ
ましたが、紙面に限りがあるため、
具体的対策のうち、優先度の高い
対策を中心に解説したいと思いま
す。本稿では、「基本方針の策定・
公 表」及 び「マ ニ ュ ア ル の 整 備」
を説明します。

1. 基本方針の策定・公表

背景と必要性：個人の対応から「組
織の方針」への転換
　過去においては、カスハラが生
じても、企業としては、基本方針
がないまま、「面倒な顧客をうまく
さばいてくれ」という態度で従業
員個人の接客対応に委ねて解決し
ようとすることがよくありました。
　しかしながら、そのような対応
では従業員の精神的負担が大きく
離職につながることがあり、対応
の不統一によるトラブルも生じて
しまうことが少なくありませんで
した。そのため、カスハラ対策を

講じるに当たっては、従業員個人
の接客対応に依存することなく、
組織としての統一的な基本方針を
事前に定めておくが必要となるの
です。

基本方針は誰に向けられたものか
　カスハラに関して基本方針を定
めるとしてもそれは誰に向けられ
るべきなのでしょうか。
　まず、カスハラ加害者に向けら
れるのは言うまでもありません。
というのは、基本方針がカスハラ
に対する抑止効果を狙って公表す
るものだからです。
　また、従業員に対しても向けら
れます。内容的には対外的なもの
になっていますが、その目的は、
カスハラから従業員を守ることに
あります。従業員としても企業の
姿勢を確認することで企業から守
られているという安心感が得られ
ることになります。企業はカスハ
ラから従業員を守る姿勢を対外的
に公表することで、従業員に対し
てもその覚悟を示す必要があるの
です。
　そして、忘れてはならないのが
世の中に対しても向けられている
ということです。昨今、カスハラ
事件が世間で話題になると、カス
ハラ加害者に対してだけでなく、
従業員を守らない企業にも批判が
向けられることが多くなりました。
適切な基本方針を公表しないまま、
カスハラ事件が生じてしまうと、
従業員を守る姿勢がない企業だと
の批判が生まれ、世の中から信用
を失ってしまいます。現代におけ
る企業に対するイメージは、顧客
を大切にしていればそれでいいと
いうものではなく、「そこで働く従
業員がどう扱われているか」にも
目を向けられています。従業員が

蔑ろにされている状態では、適切
なサービスを受けることはできな
いのではないかと世の中から思わ
れかねないのです。（図 1）

基本方針の内容と実行手順
　企業によって表現の仕方は異な
りますが、カスハラに関する基本
方針の内容として共通するのは「毅
然とした態度」です。たとえば、ディ
ズニーランドを運営する株式会社
オリエンタルランドでは、基本方
針に「社会通念上不相当な要求や
言動に対しては、毅然とした態度
で対応いたします」と記載してい
ます。
　しかしながら、「毅然とした態度」
を実行するのはそんな簡単なこと
ではありません。
　毅然とした方針を実行するのは、
現場従業員です。毅然とした態度
というのは、要するに「顧客とし
て扱わない」ということです。具
体的にはカスハラ加害者に対して
サービスの提供を中止し退店要請
を行うことになるのですが、これ
らを行うのは強く精神的な負荷が
かかります。時には怒鳴りつけて
くるカスハラ加害者に対して、毅
然とした対応を行わなければなら
ないわけですから、それが簡単な
わけがありません。

　いくら基本方針が定めてあって
も、現場従業員にとってもわかり
やすいカスハラの判断基準がなけ
れば、それをうまく説明すること
ができず、毅然とした対応を実行
することができません。そのため、
現場の実情に合致していて、かつ、
現場従業員にもわかりやすい、カ
スハラの判断基準を作成する必要
となります。そうすることで現場
従業員がとるべき行動が明確にな
り、精神的負担が軽減します。
　企業が組織的に基本方針として
定めることは、現場従業員にとっ
てはやるべき行動が明確になりま
す。従業員が具体的に対応する際
にも、「会社としての方針だから」
ということで、カスハラ加害者か
らの攻撃の矛先をいったんかわす
ことも可能となり、従業員の精神
的な負担を緩和することにもつな
がるのです。（図 2）

カスハラ対策の基本方針に盛り込
むべき要素とは
　カスハラ対策の基本方針におい
ては、少なくとも以下の「基本的
な理念」、「禁止行為」、「具体的な
対応策」の 3 つが要素として必要
となります。

➀ 基本的な理念
　社内外に強い決意を示す基本方
針の核となる部分で、企業のトッ
プメッセージとして公表すること
で、カスハラ抑止と従業員の安心
感向上を図ります。

【社内への決意表明】
・カスハラには毅然と対応し、従
業員を孤立させないこと。
・正 規・非 正 規、職 位 を 問 わ ず、
企業として最後まで従業員を守り
切るという強い決意を示すこと。
・健全な職場環境を構築するとい
う決意を示すこと。

【社外への姿勢】
・いかなるカスハラ行為も絶対に
許容しないという毅然とした姿勢
を示すこと。
・ただし、カスハラ加害者には独
自の正義感を持つ者が多いため、
抑止効果には限界があることも認
識しておくべきです。

➁. 禁止行為（カスハラの具体例）
　どのような行為がカスハラとし
て禁止されるかを具体的に示すこ
とで、現場従業員の指針とし、加
害者への警告にもなります。

【禁止行為の列挙のポイント】
・現場業務の実情に合った、カス
ハラが生じやすい作業や事例を取
り上げる。
・現場従業員への聴取や同業他社
の事例研究を反映させる。
・平易でわかりやすい表現で記載
する。

➂具体的な対応策
　以下の３つの段階に応じてカス
ハラから従業員を守るための具体
的な措置を行うことを明記します。

【３つの具体的な措置】
・１段階：毅然とした対応⇒カス
ハラ加害者をもはや顧客として扱
わない
・２段階：物理的な隔離⇒商品・サー

ビスの提供中止、行為中止の警告、
退去要請
・３段階：継続的行為への対応⇒
出入り禁止、警察への通報、弁護
士対応

２. マニュアルの整備

　カスハラ対策の基本方針は、企
業としてカスハラに対する姿勢を
社内に示すものですが、これだけ
ではカスハラが生じたときに具体
的にどのように動けばいいのかわ
かりません。　
　カスハラ対応マニュアルは、カ
スハラが生じたときに、具体的に
どのように対応すればいいかを定
めたもので全従業員の共通の基準
となるものです。
　カスハラ対応マニュアルは、全
従業員が読むことを想定している
ため、やわらかい文章にするとと
もに図を入れるなどして、わかり
やすい表現で書くことが望まれま
す。「よくある質問」を項目として
入れて、現場で困るポイントを盛
り込み、現場従業員にとって具体
的な解決策を思い浮かぶような内
容にすることも大切です
　カスハラ対応マニュアルには、
マニュアルの目的、カスハラの定
義、適用範囲、カスハラと正当な
クレームの区別、カスハラ対応の
方法、よくある質問などの項目が
必要となります。
　カスハラ対応マニュアルの目的
は、社内的な文書であって、社外
に公表するものではありませんか
ら、端的に「従業員を守る」とし
てください。カスハラ対策は職場
環境改善策の一環として行われる
ものですから、カスハラ加害者を
もはや顧客とは扱わず、従業員を
守ることに力点を置いたマニュア

ルの作成が必要となります。
　以上に関しては、著書『「度が過
ぎたクレーム」から従業員を守る 
カスハラ対策の基本と実践』（日本
実業出版）において、より詳細に
解説するとともに、基本方針、マ
ニュアル、対応手順書、カスハラ
とクレームの区別などのひな形を
多数掲載しています。是非ご参照
ください。
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図 1.カスハラ基本方針の効果

カスハラ基本方針の
公表・宣言
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の不統一によるトラブルも生じて
しまうことが少なくありませんで
した。そのため、カスハラ対策を

講じるに当たっては、従業員個人
の接客対応に依存することなく、
組織としての統一的な基本方針を
事前に定めておくが必要となるの
です。

基本方針は誰に向けられたものか
　カスハラに関して基本方針を定
めるとしてもそれは誰に向けられ
るべきなのでしょうか。
　まず、カスハラ加害者に向けら
れるのは言うまでもありません。
というのは、基本方針がカスハラ
に対する抑止効果を狙って公表す
るものだからです。
　また、従業員に対しても向けら
れます。内容的には対外的なもの
になっていますが、その目的は、
カスハラから従業員を守ることに
あります。従業員としても企業の
姿勢を確認することで企業から守
られているという安心感が得られ
ることになります。企業はカスハ
ラから従業員を守る姿勢を対外的
に公表することで、従業員に対し
てもその覚悟を示す必要があるの
です。
　そして、忘れてはならないのが
世の中に対しても向けられている
ということです。昨今、カスハラ
事件が世間で話題になると、カス
ハラ加害者に対してだけでなく、
従業員を守らない企業にも批判が
向けられることが多くなりました。
適切な基本方針を公表しないまま、
カスハラ事件が生じてしまうと、
従業員を守る姿勢がない企業だと
の批判が生まれ、世の中から信用
を失ってしまいます。現代におけ
る企業に対するイメージは、顧客
を大切にしていればそれでいいと
いうものではなく、「そこで働く従
業員がどう扱われているか」にも
目を向けられています。従業員が

カスタマーハラスメント対策

基本方針の策定とマニュアルの整備

蔑ろにされている状態では、適切
なサービスを受けることはできな
いのではないかと世の中から思わ
れかねないのです。（図 1）

基本方針の内容と実行手順
　企業によって表現の仕方は異な
りますが、カスハラに関する基本
方針の内容として共通するのは「毅
然とした態度」です。たとえば、ディ
ズニーランドを運営する株式会社
オリエンタルランドでは、基本方
針に「社会通念上不相当な要求や
言動に対しては、毅然とした態度
で対応いたします」と記載してい
ます。
　しかしながら、「毅然とした態度」
を実行するのはそんな簡単なこと
ではありません。
　毅然とした方針を実行するのは、
現場従業員です。毅然とした態度
というのは、要するに「顧客とし
て扱わない」ということです。具
体的にはカスハラ加害者に対して
サービスの提供を中止し退店要請
を行うことになるのですが、これ
らを行うのは強く精神的な負荷が
かかります。時には怒鳴りつけて
くるカスハラ加害者に対して、毅
然とした対応を行わなければなら
ないわけですから、それが簡単な
わけがありません。

          基本方針の策定
「不当な要求には毅然と対応します（顧客として扱いません）」という宣言

図 2.カスハラ対策の実行手順

Step 1

　　　　これだけでは不十分！
・加害者は自分を「正義」と思い込んでいる（言葉が通じない）
•現場は「いつ発動していいか」判断に迷う・怖い

Point

          具体的な判断基準の整備
現場が迷わず適用できるルールの作成
（例：大声が○分続いたら、土下座要求が出たら、カスハラと認定する等）

Step2

          現場での実行
現場で､「私の判断ではなく、会社の基準なのでお引き取りください」
ということができる

Step3

          効果
従業員がとるべき行動が明確になる

Step4

　いくら基本方針が定めてあって
も、現場従業員にとってもわかり
やすいカスハラの判断基準がなけ
れば、それをうまく説明すること
ができず、毅然とした対応を実行
することができません。そのため、
現場の実情に合致していて、かつ、
現場従業員にもわかりやすい、カ
スハラの判断基準を作成する必要
となります。そうすることで現場
従業員がとるべき行動が明確にな
り、精神的負担が軽減します。
　企業が組織的に基本方針として
定めることは、現場従業員にとっ
てはやるべき行動が明確になりま
す。従業員が具体的に対応する際
にも、「会社としての方針だから」
ということで、カスハラ加害者か
らの攻撃の矛先をいったんかわす
ことも可能となり、従業員の精神
的な負担を緩和することにもつな
がるのです。（図 2）

カスハラ対策の基本方針に盛り込
むべき要素とは
　カスハラ対策の基本方針におい
ては、少なくとも以下の「基本的
な理念」、「禁止行為」、「具体的な
対応策」の 3 つが要素として必要
となります。

➀ 基本的な理念
　社内外に強い決意を示す基本方
針の核となる部分で、企業のトッ
プメッセージとして公表すること
で、カスハラ抑止と従業員の安心
感向上を図ります。

【社内への決意表明】
・カスハラには毅然と対応し、従
業員を孤立させないこと。
・正 規・非 正 規、職 位 を 問 わ ず、
企業として最後まで従業員を守り
切るという強い決意を示すこと。
・健全な職場環境を構築するとい
う決意を示すこと。

【社外への姿勢】
・いかなるカスハラ行為も絶対に
許容しないという毅然とした姿勢
を示すこと。
・ただし、カスハラ加害者には独
自の正義感を持つ者が多いため、
抑止効果には限界があることも認
識しておくべきです。

➁. 禁止行為（カスハラの具体例）
　どのような行為がカスハラとし
て禁止されるかを具体的に示すこ
とで、現場従業員の指針とし、加
害者への警告にもなります。

【禁止行為の列挙のポイント】
・現場業務の実情に合った、カス
ハラが生じやすい作業や事例を取
り上げる。
・現場従業員への聴取や同業他社
の事例研究を反映させる。
・平易でわかりやすい表現で記載
する。

➂具体的な対応策
　以下の３つの段階に応じてカス
ハラから従業員を守るための具体
的な措置を行うことを明記します。

【３つの具体的な措置】
・１段階：毅然とした対応⇒カス
ハラ加害者をもはや顧客として扱
わない
・２段階：物理的な隔離⇒商品・サー

ビスの提供中止、行為中止の警告、
退去要請
・３段階：継続的行為への対応⇒
出入り禁止、警察への通報、弁護
士対応

２. マニュアルの整備

　カスハラ対策の基本方針は、企
業としてカスハラに対する姿勢を
社内に示すものですが、これだけ
ではカスハラが生じたときに具体
的にどのように動けばいいのかわ
かりません。　
　カスハラ対応マニュアルは、カ
スハラが生じたときに、具体的に
どのように対応すればいいかを定
めたもので全従業員の共通の基準
となるものです。
　カスハラ対応マニュアルは、全
従業員が読むことを想定している
ため、やわらかい文章にするとと
もに図を入れるなどして、わかり
やすい表現で書くことが望まれま
す。「よくある質問」を項目として
入れて、現場で困るポイントを盛
り込み、現場従業員にとって具体
的な解決策を思い浮かぶような内
容にすることも大切です
　カスハラ対応マニュアルには、
マニュアルの目的、カスハラの定
義、適用範囲、カスハラと正当な
クレームの区別、カスハラ対応の
方法、よくある質問などの項目が
必要となります。
　カスハラ対応マニュアルの目的
は、社内的な文書であって、社外
に公表するものではありませんか
ら、端的に「従業員を守る」とし
てください。カスハラ対策は職場
環境改善策の一環として行われる
ものですから、カスハラ加害者を
もはや顧客とは扱わず、従業員を
守ることに力点を置いたマニュア

ルの作成が必要となります。
　以上に関しては、著書『「度が過
ぎたクレーム」から従業員を守る 
カスハラ対策の基本と実践』（日本
実業出版）において、より詳細に
解説するとともに、基本方針、マ
ニュアル、対応手順書、カスハラ
とクレームの区別などのひな形を
多数掲載しています。是非ご参照
ください。



　前回、雇用管理上の措置義務と
して「事前にカスハラ対策を講じ
ること」が必要になることを述べ
ましたが、紙面に限りがあるため、
具体的対策のうち、優先度の高い
対策を中心に解説したいと思いま
す。本稿では、「基本方針の策定・
公 表」及 び「マ ニ ュ ア ル の 整 備」
を説明します。

1. 基本方針の策定・公表

背景と必要性：個人の対応から「組
織の方針」への転換
　過去においては、カスハラが生
じても、企業としては、基本方針
がないまま、「面倒な顧客をうまく
さばいてくれ」という態度で従業
員個人の接客対応に委ねて解決し
ようとすることがよくありました。
　しかしながら、そのような対応
では従業員の精神的負担が大きく
離職につながることがあり、対応
の不統一によるトラブルも生じて
しまうことが少なくありませんで
した。そのため、カスハラ対策を

講じるに当たっては、従業員個人
の接客対応に依存することなく、
組織としての統一的な基本方針を
事前に定めておくが必要となるの
です。

基本方針は誰に向けられたものか
　カスハラに関して基本方針を定
めるとしてもそれは誰に向けられ
るべきなのでしょうか。
　まず、カスハラ加害者に向けら
れるのは言うまでもありません。
というのは、基本方針がカスハラ
に対する抑止効果を狙って公表す
るものだからです。
　また、従業員に対しても向けら
れます。内容的には対外的なもの
になっていますが、その目的は、
カスハラから従業員を守ることに
あります。従業員としても企業の
姿勢を確認することで企業から守
られているという安心感が得られ
ることになります。企業はカスハ
ラから従業員を守る姿勢を対外的
に公表することで、従業員に対し
てもその覚悟を示す必要があるの
です。
　そして、忘れてはならないのが
世の中に対しても向けられている
ということです。昨今、カスハラ
事件が世間で話題になると、カス
ハラ加害者に対してだけでなく、
従業員を守らない企業にも批判が
向けられることが多くなりました。
適切な基本方針を公表しないまま、
カスハラ事件が生じてしまうと、
従業員を守る姿勢がない企業だと
の批判が生まれ、世の中から信用
を失ってしまいます。現代におけ
る企業に対するイメージは、顧客
を大切にしていればそれでいいと
いうものではなく、「そこで働く従
業員がどう扱われているか」にも
目を向けられています。従業員が
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詳しくはこちら

蔑ろにされている状態では、適切
なサービスを受けることはできな
いのではないかと世の中から思わ
れかねないのです。（図 1）

基本方針の内容と実行手順
　企業によって表現の仕方は異な
りますが、カスハラに関する基本
方針の内容として共通するのは「毅
然とした態度」です。たとえば、ディ
ズニーランドを運営する株式会社
オリエンタルランドでは、基本方
針に「社会通念上不相当な要求や
言動に対しては、毅然とした態度
で対応いたします」と記載してい
ます。
　しかしながら、「毅然とした態度」
を実行するのはそんな簡単なこと
ではありません。
　毅然とした方針を実行するのは、
現場従業員です。毅然とした態度
というのは、要するに「顧客とし
て扱わない」ということです。具
体的にはカスハラ加害者に対して
サービスの提供を中止し退店要請
を行うことになるのですが、これ
らを行うのは強く精神的な負荷が
かかります。時には怒鳴りつけて
くるカスハラ加害者に対して、毅
然とした対応を行わなければなら
ないわけですから、それが簡単な
わけがありません。

　いくら基本方針が定めてあって
も、現場従業員にとってもわかり
やすいカスハラの判断基準がなけ
れば、それをうまく説明すること
ができず、毅然とした対応を実行
することができません。そのため、
現場の実情に合致していて、かつ、
現場従業員にもわかりやすい、カ
スハラの判断基準を作成する必要
となります。そうすることで現場
従業員がとるべき行動が明確にな
り、精神的負担が軽減します。
　企業が組織的に基本方針として
定めることは、現場従業員にとっ
てはやるべき行動が明確になりま
す。従業員が具体的に対応する際
にも、「会社としての方針だから」
ということで、カスハラ加害者か
らの攻撃の矛先をいったんかわす
ことも可能となり、従業員の精神
的な負担を緩和することにもつな
がるのです。（図 2）

カスハラ対策の基本方針に盛り込
むべき要素とは
　カスハラ対策の基本方針におい
ては、少なくとも以下の「基本的
な理念」、「禁止行為」、「具体的な
対応策」の 3 つが要素として必要
となります。

➀ 基本的な理念
　社内外に強い決意を示す基本方
針の核となる部分で、企業のトッ
プメッセージとして公表すること
で、カスハラ抑止と従業員の安心
感向上を図ります。

【社内への決意表明】
・カスハラには毅然と対応し、従
業員を孤立させないこと。
・正 規・非 正 規、職 位 を 問 わ ず、
企業として最後まで従業員を守り
切るという強い決意を示すこと。
・健全な職場環境を構築するとい
う決意を示すこと。

【社外への姿勢】
・いかなるカスハラ行為も絶対に
許容しないという毅然とした姿勢
を示すこと。
・ただし、カスハラ加害者には独
自の正義感を持つ者が多いため、
抑止効果には限界があることも認
識しておくべきです。

➁. 禁止行為（カスハラの具体例）
　どのような行為がカスハラとし
て禁止されるかを具体的に示すこ
とで、現場従業員の指針とし、加
害者への警告にもなります。

【禁止行為の列挙のポイント】
・現場業務の実情に合った、カス
ハラが生じやすい作業や事例を取
り上げる。
・現場従業員への聴取や同業他社
の事例研究を反映させる。
・平易でわかりやすい表現で記載
する。

➂具体的な対応策
　以下の３つの段階に応じてカス
ハラから従業員を守るための具体
的な措置を行うことを明記します。

【３つの具体的な措置】
・１段階：毅然とした対応⇒カス
ハラ加害者をもはや顧客として扱
わない
・２段階：物理的な隔離⇒商品・サー

ビスの提供中止、行為中止の警告、
退去要請
・３段階：継続的行為への対応⇒
出入り禁止、警察への通報、弁護
士対応

２. マニュアルの整備

　カスハラ対策の基本方針は、企
業としてカスハラに対する姿勢を
社内に示すものですが、これだけ
ではカスハラが生じたときに具体
的にどのように動けばいいのかわ
かりません。　
　カスハラ対応マニュアルは、カ
スハラが生じたときに、具体的に
どのように対応すればいいかを定
めたもので全従業員の共通の基準
となるものです。
　カスハラ対応マニュアルは、全
従業員が読むことを想定している
ため、やわらかい文章にするとと
もに図を入れるなどして、わかり
やすい表現で書くことが望まれま
す。「よくある質問」を項目として
入れて、現場で困るポイントを盛
り込み、現場従業員にとって具体
的な解決策を思い浮かぶような内
容にすることも大切です
　カスハラ対応マニュアルには、
マニュアルの目的、カスハラの定
義、適用範囲、カスハラと正当な
クレームの区別、カスハラ対応の
方法、よくある質問などの項目が
必要となります。
　カスハラ対応マニュアルの目的
は、社内的な文書であって、社外
に公表するものではありませんか
ら、端的に「従業員を守る」とし
てください。カスハラ対策は職場
環境改善策の一環として行われる
ものですから、カスハラ加害者を
もはや顧客とは扱わず、従業員を
守ることに力点を置いたマニュア

ルの作成が必要となります。
　以上に関しては、著書『「度が過
ぎたクレーム」から従業員を守る 
カスハラ対策の基本と実践』（日本
実業出版）において、より詳細に
解説するとともに、基本方針、マ
ニュアル、対応手順書、カスハラ
とクレームの区別などのひな形を
多数掲載しています。是非ご参照
ください。

https://www.dsn.co.jp/lp/customerharassment/



